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商業・法人登記及び電子認証制度

動産譲渡登記・債権譲渡登記

成年後見登記

【商業・法人登記とは】
会社・法人は，設立の登記をすることによって成立し，法人格が与えられます。そして，商号や代表者名など，

会社・法人の重要な情報を登記簿に記録して公示しています。これにより，会社・法人の信用を維持し，取引の
安全と円滑を図る役割を果たしています。

【電子認証制度とは】
近年，インターネットを利用した電子商取引や電子申請が増加していますが，法務局では，商業・法人登記の

情報に基づき，会社・法人の代表者等が電子情報を作成したことを証明するための電子証明書を発行し，電子取
引社会における会社・法人の認証基盤としての役割を果たしています。

【概　要】
動産譲渡登記は法人がする動産（在庫

商品，機械設備，家畜等）の譲渡につい
て，債権譲渡登記は法人がする金銭債権
の譲渡について，民法の特例として第三
者対抗要件となるものであり，動産や債
権を利用した企業の資金調達の円滑化に
貢献する役割を果たしています。

【概　要】
成年後見制度は，認知症などの理由により判断能力の不十分な本人（被後見
人等）に代わって，後見人が財産管理や各種契約等の法律行為をすることなど
によって，本人を保護・支援する制度です。
成年後見等が開始した場合には，東京法務局において成年後見登記がされ，
この登記に基づいて，全国の法務局では成年後見登記に関する証明書を交付し
ています。


